
1/8 

○小矢部市商業インキュベータ条例施行規則 

平成15年３月28日規則第３号 

改正 

平成17年３月25日規則第17号 

平成17年９月28日規則第39号 

平成23年４月１日規則第18号 

平成28年４月１日規則第27号 

平成31年３月29日規則第５号 

小矢部市商業インキュベータ条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、小矢部市商業インキュベータ条例（平成15年小矢部市条例第３号。以下「条

例」という。）第19条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（使用承認の申請） 

第２条 条例第６条第１項の規定によりインキュベータ・ルーム（以下「ルーム」という。）の使

用の承認を受けようとする者は、小矢部市商業インキュベータ使用承認申請書（様式第１号）に

次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

(１) 事業計画書 

(２) その他市長が必要と認める書類 

（使用の承認） 

第３条 市長は、ルームの使用を承認したときは、小矢部市商業インキュベータ使用承認書（様式

第２号）を交付するものとする。 

（使用承認事項の変更） 

第４条 ルームの使用の承認を受けた者（以下「使用者」という。）は、使用承認事項の変更をし

ようとするときは、速やかに、前条の規定により交付を受けた使用承認書を添えて市長に申請し、

その承認を受けなければならない。 

（使用の承認の取消し） 

第５条 市長は、条例第８条第１項の規定によりルームの使用の承認を取り消したときは、その旨

を書面で使用者に通知するものとする。 

（使用の承認期間の延長） 

第６条 市長は、必要があると認めるときは、条例第９条ただし書の規定によりルームの使用を承
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認する期間を４年を限度として延長することができる。 

第７条 使用者は、条例第９条ただし書の規定により使用の承認期間の延長を受けようとするとき

は、当該承認期間の満了する日の３月前までに小矢部市商業インキュベータ使用承認期間延長申

請書（様式第３号）に市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請しなければならない。 

２ 市長は、使用の承認期間の延長を承認したときは、小矢部市商業インキュベータ使用承認期間

延長承認書（様式第４号）を交付するものとする。 

（使用料の納付） 

第８条 使用料は、市長が指定する期日までに納付しなければならない。 

（使用料の還付） 

第９条 条例第12条ただし書の規定による使用料の還付の額は、全額（使用ができなかった期間が

１月に満たないときは、日割計算による額）とする。 

２ 使用料の還付を受けようとする者は、小矢部市商業インキュベータ使用料還付申請書（様式第

６号）に支払額が明らかとなる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

（端数計算） 

第10条 前条第１項の規定による使用料の還付の額の端数計算については、条例第10条第１項後段

の例による。 

（変更等の届出） 

第11条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、その旨を市長に届け出なけ

ればならない。 

(１) 氏名又は住所等に変更があったとき。 

(２) 業種を変更しようとするとき。 

(３) ルームの使用を７日以上休止しようとするとき。 

(４) インキュベータの施設を損傷し、又は滅失したとき。 

２ 使用者は、使用の承認期間の中途において、ルームの使用を終了しようとするときは、使用を

終了しようとする日の属する月の前々月の末日までに、市長にその旨を届け出なければならない。 

（検査） 

第12条 使用者は、ルームの使用を終了しようとするときは、あらかじめ、職員の検査を受けなけ

ればならない。 

（庶務） 

第13条 小矢部市商業インキュベータ使用資格審査委員会の庶務は、産業建設部商工観光課におい
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て処理する。 

（細則） 

第14条 この規則に定めるもののほか、ルームの管理について必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この規則は、平成15年４月21日から施行する。ただし、第２条から第５条まで、第７条から第11

条まで及び第14条から第16条までの規定は、同月１日から施行する。 

附 則（平成17年３月25日規則第17号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成17年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の

間、所要の調整をして使用することができる。 

附 則（平成17年９月28日規則第39号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成23年４月１日規則第18号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成28年４月１日規則第27号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成31年３月29日規則第５号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成31年10月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現に改正前の小矢部市商業インキュベータ条例第９条第１項の規定により

使用料の減免を受けている者については、改正後の規則の規定にかかわらず、なお従前の例によ

る。 
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様式第１号（第２条関係） 
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様式第２号（第３条関係） 
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様式第３号（第７条関係） 
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様式第４号（第７条関係） 
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様式第５号（第９条関係） 

 


